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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】透光性を有するバルーンを効率よく製造するこ
とができるバルーンの製造方法を提供する。
【解決手段】ポリアミド系樹脂からなる強度保持層１１
と、オレフィン系樹脂からなるヒートシール層１３と、
ヒートシール層と強度保持層の間にエチレン－酢酸ビニ
ル共重合体のケン化物を含有するガスバリア層１２と、
を有する多層フィルムを用いたバルーンの製造方法であ
って、一対の多層フィルムを貼り合わせてバルーン１を
製造するバルーン形成工程を備えており、バルーン形成
工程において、貼り合わされる一対の多層フィルムの水
分含有量が０．７％以上となるように調整されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリアミド系樹脂からなる強度保持層と、オレフィン系樹脂からなるヒートシール層と
、該ヒートシール層と前記強度保持層の間にエチレン－酢酸ビニル共重合体のケン化物を
含有するガスバリア層と、を有する多層フィルムを用いたバルーンの製造方法であって、
一対の多層フィルムを貼り合わせてバルーンを製造するバルーン形成工程を備えており、
該バルーン形成工程において、貼り合わされる一対の多層フィルムの水分含有量が０．７
％以上となるように調整されている
ことを特徴とするバルーンの製造方法。
【請求項２】
　前記バルーン形成工程は、
筒状の多層フィルムをカットして、一対の多層フィルムを形成するカット工程を備えてお
り、
カットする前の前記筒状の多層フィルムの水分含有量を調整する水分量調整工程を有して
いる
ことを特徴とする請求項１記載のバルーンの製造方法。
【請求項３】
　前記水分量調整工程において、前記筒状の多層フィルムに対してミストを接触させる
ことを特徴とする請求項２記載のバルーンの製造方法。
【請求項４】
　前記バルーン形成工程では、
前記多層フィルムを巻き取った原反フィルムを巻き戻して該多層フィルムが供給されてお
り、
前記多層フィルムをロール状に巻き取って原反フィルムを形成する原反フィルム形成工程
において、前記多層フィルムを巻き取る前に、該多層フィルムに対して水分を付与する
ことを特徴とする請求項１記載のバルーンの製造方法。
【請求項５】
　前記バルーン形成工程に供給される前記多層フィルムに印刷が行われており、
前記多層フィルムに印刷を行う印刷工程において、該多層フィルムに対して水分を付与す
る
ことを特徴とする請求項１記載のバルーンの製造方法。
【請求項６】
　前記バルーン形成工程は、
筒状の多層フィルムをカットして形成された、一対の多層フィルム間に逆止弁を配置する
逆止弁取付工程を備えている
ことを特徴とする請求項１、２、３、４または５記載のバルーンの製造方法。
【請求項７】
　前記ポリアミド系樹脂が、ナイロン６６成分を含有するものである
ことを特徴とする請求項１、２、３、４、５または６記載のバルーンの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バルーンの製造方法に関する。さらに詳しくは、玩具や、装飾品などに用い
られるバルーン（風船）であって透光性を有するバルーンの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　玩具や、装飾品などに使用される風船（バルーン）は、ゴム製のものやフィルム製のも
のなど様々な材質のものが開発されている。このようなバルーンは、空中に浮遊させるた
めに内部にヘリウムガスなど浮遊ガスを充填している。この浮遊ガスは、ゴム膜などを通
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過し易い性質を有しているので、ゴム製のバルーンでは長時間空中に浮遊させておくこと
ができない一方、一対の金属層を備えるフィルム片を貼り合わせたバルーンの場合、浮遊
ガスを通過させ難い（つまりガスバリア性が高い）ので長時間空中に浮遊させておくこと
ができる。
【０００３】
　従来、このような金属層を備えるフィルム製のバルーンは、ナイロンなどの樹脂製のフ
ィルムにアルミニウムなどの金属を蒸着させたものが採用されている。しかし、このよう
なバルーンは、表面が金属性の光沢を発するので、文字や絵柄などの印刷が限定されてし
まうという問題がある。
【０００４】
　そこで、透光性を有しつつ強度性およびガスバリア性を有するフィルムを接着剤等を用
いてラミネート加工したラミネート積層フィルムを用いたバルーンが提案されている。こ
のバルーンは外部から内部が透けて見えるので、印刷の自由度を向上させることができる
という利点がある。
【０００５】
　しかし、かかるバルーンは、ラミネート加工したフィルムを用いているので、バルーン
を膨張させた際に、貼り合わせた部分つまり一対のフィルム片を溶着した部分に突っ張り
が発生して皺が形成される。また、ラミネート加工されたフィルムは弾性に乏しいため、
一対の円形のフィルム片を貼り合わせてバルーンを製造した場合、卵型やバンズを合せた
形状（楕円体）にすることはできても、球状にすることができないので、バルーンを見る
方向が正面と背面の２方向に限定されてしまう。つまり、ラミネート加工したフィルムを
用いてバルーンを製造した場合、形状が限定され、かつデザイン性も限定されてしまうと
いった問題がある。
【０００６】
　近年、かかる問題を解決するためのバルーンが開発されている（例えば、特許文献１～
２）。
　特許文献１～２には、ポリアミドからなる強度保持層と、ポリエチレンからなるシール
層と、両者間にエチレン／酢酸ビニル共重合体ケン化物（ＥＶＯＨ）からなるガスバリア
層を共押出法にて一体的に積層させたバルーン用の多層フィルムが開示されている。この
一体的に形成された多層フィルムを用いれば、透光性およびガスバリア性を有しつつ、膨
張させた際にバルーンを球状にすることができる。しかも貼り合わせ部分に皺が発生しな
いバルーンを製造することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－２９０６５０号公報
【特許文献２】特開２０１３－１９９０２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかるに、上述した特許文献１～２の多層フィルムは、シート状に形成した場合、多層
フィルム断面が露出した部分において、ポリアミドからなる強度保持層とポリエチレンか
らなるシール層との収縮応力の差に起因したカール現象が発生する。具体的には、強度保
持層が外面に、シール層が内面にそれぞれ位置するように配置した場合、両端縁が内方に
向かって巻き込むようにカールしてしまう。
【０００９】
　そして、このようなカール現象が発生したフィルムを製造ライン（機械により自動的に
バルーンを製造するためのライン）に流せば、上下の図柄が揃わない等の不具合を引き起
こしてしまう。このため、上述した特許文献１～２の多層フィルムを用いてバルーンを製
造するに場合には、通常のバルーンの製造ラインを使用することができないという問題が
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ある。
【００１０】
　したがって、現状では、特許文献１～２の多層フィルムを用いてバルーンを製造する場
合には、全て手作業で製造しなければならないので、生産性が非常に低いといった問題が
発生している。しかも、手作業で製造する場合であっても、バルーン片の型抜き工程では
、型抜きをしたバルーン片の周縁部にカール現象が発生するので、貼り合わせ作業や、絵
柄等の位置合わせに非常に時間と手間がかかるといった問題が生じている。
【００１１】
　このため、特許文献１～２のような透光性および高いガスバリア性を有しつつ、立体形
状を球にすることができるフィルムを用いたバルーンを製造ラインを用いて自動的に製造
することができる方法の開発が望まれている。
【００１２】
　本発明は上記事情に鑑み、透光性を有するバルーンを効率よく製造することができるバ
ルーンの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　第１発明のバルーンの製造方法は、ポリアミド系樹脂からなる強度保持層と、オレフィ
ン系樹脂からなるヒートシール層と、該ヒートシール層と前記強度保持層の間にエチレン
－酢酸ビニル共重合体のケン化物を含有するガスバリア層と、を有する多層フィルムを用
いたバルーンの製造方法であって、一対の多層フィルムを貼り合わせてバルーンを製造す
るバルーン形成工程を備えており、該バルーン形成工程において、貼り合わされる一対の
多層フィルムの水分含有量が０．７％以上となるように調整されていることを特徴とする
。
　第２発明のバルーンの製造方法は、第１発明において、前記バルーン形成工程は、筒状
の多層フィルムをカットして、一対の多層フィルムを形成するカット工程を備えており、
カットする前の前記筒状の多層フィルムの水分含有量を調整する水分量調整工程を有して
いることを特徴とする。
　第３発明のバルーンの製造方法は、第２発明において、前記水分量調整工程において、
前記筒状の多層フィルムに対してミストを接触させることを特徴とする。
　第４発明のバルーンの製造方法は、第１発明において、前記バルーン形成工程では、前
記多層フィルムを巻き取った原反フィルムを巻き戻して該多層フィルムが供給されており
、前記多層フィルムをロール状に巻き取って原反フィルムを形成する原反フィルム形成工
程において、前記多層フィルムを巻き取る前に、該多層フィルムに対して水分を付与する
ことを特徴とする。
　第５発明のバルーンの製造方法は、第１発明において、前記バルーン形成工程に供給さ
れる前記多層フィルムに印刷が行われており、前記多層フィルムに印刷を行う印刷工程に
おいて、該多層フィルムに対して水分を付与することを特徴とする。
第６発明のバルーンの製造方法は、第１発明、第２発明、第３発明、第４発明または第５
発明において、前記バルーン形成工程は、筒状の多層フィルムをカットして形成された、
一対の多層フィルム間に逆止弁を配置する逆止弁取付工程を備えていることを特徴とする
。
　第７発明のバルーンの製造方法は、第１発明、第２発明、第３発明、第４発明、第５発
明または第６発明において、前記ポリアミド系樹脂が、ナイロン６６成分を含有するもの
であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　第１発明によれば、バルーン形成工程に供給される一対の多層フィルムの水分含有量が
所定の量に調整されているので、製造ラインにおいて、一対の多層フィルムの端縁がカー
ルすることなく、ほぼ真っ直ぐな状態に維持される。このため、透光性を有しつつ強度と
ガスバリア性を備えた多層フィルムのライン適性を向上させることができる。すると、か
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かる機能（透光性およびガスバリア性）を備えたバルーンを効率よく生産することができ
る。
　第２発明によれば、カットする前の筒状の多層フィルムの水分含有量が所定の量に調整
されているので、カット後の一対の多層フィルムの端縁をほぼ真っ直ぐな伸びた状態に維
持することができるから、一対の多層フィルムのライン適性をより向上させることができ
る。
　第３発明によれば、筒状の多層フィルムに対して接触させるミストを調整することによ
って、筒状の多層フィルムの水分含有量を容易に調整することができる。
　第４発明によれば、原反フィルムの状態で多層フィルムが所定の水分含有量に調整され
ているので、必要に応じてバルーン形成工程に水分含有量を調整した多層フィルムを供給
することができる。このため、バルーンをより計画的かつ効率よく製造することが可能と
なる。
　第５発明によれば、印刷しながら多層フィルムに対して簡単に水分を付与することがで
きる。
　第６発明によれば、帯状の多層フィルムが連続して流れている状態で逆止弁を取り付け
ることができる。しかも、かかる取付作業を機械を用いて行うことが可能となるので、逆
止弁の取付作業を効率よく行うことができる。
　第７発明によれば、強度保持層に吸湿性の高いナイロン６６成分を含有しているので、
多層フィルムの端縁がカールするのを確実に防止して、ほぼ真っ直ぐな状態を長時間に渡
って維持させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態のバルーンの製造方法のフロー図である。
【図２】本実施形態のバルーンの製造方法により作製したバルーン１の概略図であり、（
Ａ）は膨張させる前の扁平な状態の概略図であり、（Ｂ）は膨張させた際の概略図である
。
【図３】本実施形態で製造されるバルーン１の概略断面図であり、バルーン１の本体部１
０に使用されている多層フィルムの概略拡大断面図である。
【図４】本実施形態のバルーンの製造方法における逆止弁取付工程の概略説図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明のバルーンの製造方法は、多層フィルムの水分含有量を調整することによって、
透光性を有するバルーンを効率よく生産できるようにしたことに特徴を有している。
【００１７】
（バルーン１について）
　まず、本発明のバルーンの製造方法について説明する前に、図２に基づいて、本発明の
バルーンの製造方法により製造したバルーンについて説明する。
　図２に示すように、本発明のバルーンの製造方法によって製造される風船（バルーン）
１は、本体部１０と、本体部１０内に所定のガス（例えば、空気や、ヘリウムガスなどの
浮遊性を有するガス）を供給するガス供給口に設けられた逆止弁２を備えている。
　なお、バルーン１の本体部１０のガス供給口には、その内部に浮遊性のガスを供給した
際、空中で浮遊した状態を維持させておくための紐Ｓｔが設けられていてもよい。
【００１８】
　バルーン１の本体部１０は、透光性を有する多層フィルムからなる部材であり、図３に
示すように、複数の層（強度保持層１１、ガスバリア層１２、ヒートシール層１３）が積
層した構造を有する多層フィルムから構成されている。
【００１９】
（強度保持層１１について）
　図３に示すように、バルーン１の本体部１０を構成する多層フィルムの強度保持層１１
は、ポリアミド系樹脂からなる層であり、バルーン１の本体部１０の表面側に位置するよ
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うに積層されている。
　この強度保持層１１の素材であるポリアミド系樹脂は、外部からの衝撃耐性を有するも
のであれば、とくに限定されない。例えば、ポリアミド系樹脂として、ナイロン６、ナイ
ロン６６、ナイロン６とナイロン６６の共重合体、ナイロン１２、ナイロン６とナイロン
６６とナイロン１２の三元共重合体などを挙げることができる。これらの化合物は、単独
で使用されてもよく、２種以上を混合して使用してもよい。とくに、ナイロン６、ナイロ
ン６６、ナイロン６とナイロン６６の共重合体を主成分とすれば、引張強度や衝撃耐性を
向上させることができるという利点がある。
　また、ナイロン６６成分を含有すれば、強度保持層１１に対して高い吸水性を付与する
ことができる。この場合、後述する水分量調整工程を行えば、より長い期間水分を保持さ
せておくことができるから、後述するカール現象の発生をより確実に抑制することができ
る。
　なお、ナイロン６６成分を含有するとは、ナイロン６６と他の樹脂とをブレンドしたも
のだけでなく、ナイロン６６と他の樹脂を共重合したものを含む概念である。
【００２０】
　強度保持層１１の厚みは、とくに限定されない。例えば２μｍ以上が好ましく、より好
ましくは、５μｍ以上１０μｍ以下である。強度保持層１１の厚みが２μｍよりも薄くな
ると多層フィルムの強度が不足してしまう。その逆に、１０μｍよりも厚くなると多層フ
ィルムが硬くなり、バルーンの形状がいびつに成り易い。また、多層フィルムが重くなる
ため、得られるバルーンが浮遊し難くなる。
【００２１】
（ヒートシール層１３について）
　図３に示すように、バルーン１の本体部１０を構成する多層フィルムのヒートシール層
１３は、オレフィン系樹脂からなる層であり、バルーン１の本体部１０の内面側に位置す
るように積層されている。
　このヒートシール層１３の素材であるオレフィン系樹脂は、多層フィルムから所定の形
状のバルーン片（図２ではバルーン片１０ａ、１０ｂ）を切り取ながらシールする溶断シ
ールができるものであれば、とくに限定されない。例えば、低密度ポリエチレン、高密度
ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、プロピレン－エチレンランダム共重合体など
を挙げることができる。これらの化合物は、単独で使用されてもよく、２種以上を混合し
て使用してもよい。とくに、直鎖状低密度ポリエチレンを主成分とすれば、溶断シール可
能な温度領域が広くすることができる。
【００２２】
　ヒートシール層１３の厚みは、とくに限定されない。例えば、ヒートシール層１３の厚
みが５μｍ以上となるように調整するのが好ましく、より好ましくは、７μｍ以上２０μ
ｍ以下となるように調整する。ヒートシール層１３の厚みが５μｍよりも薄くなると、シ
ール強度が不足し、バルーンにガスを充填した際にシール部から破袋する恐れが生じる。
その逆に、２０μｍよりも厚くなると多層フィルムが重くなるため、得られるバルーンが
浮遊し難くなる。
【００２３】
（ガスバリア層１２について）
　そして、図３に示すように、バルーン１の本体部１０を構成する多層フィルムのガスバ
リア層１２は、エチレン－酢酸ビニル共重合体のケン化物（ＥＶＯＨ）を含有する層であ
り、強度保持層１１とヒートシール層１３の間に位置するように積層されている。
　このガスバリア層１２の素材の主成分であるエチレン－酢酸ビニル共重合体のケン化物
（ＥＶＯＨ）は、バルーン１の本体部１０内に充填したヘリウムガスなどの浮遊性のガス
を通過させにくいものである。なお、このガスバリア層１２には、必要に応じてエラスト
マー成分などを混合してもよい。
【００２４】
　例えば、バルーン１の本体部１０の形状が球状の場合、その直径（膨らます前のフィル
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ム片における直径）が約４９０ｍｍ、充填するガスがヘリウムガスの場合、バルーン１の
本体部１０を構成する多層フィルムの厚さは、約２０～４０μｍとなるように形成するこ
とができる。
　そして、このときの多層フィルムを構成する各層の厚さは、それぞれの機能を発揮させ
ることができる厚さとなるように形成されている。例えば、強度保持層、ガスバリア層お
よびヒートシール層のそれぞれの厚さは、２μｍ以上、２μｍ以上、５μｍ以上となるよ
うに形成することができる。多層フィルムは、各層の厚さが上記のごとき値となるように
調整されていれば、各層間に後述するような別の層を設けてもよい。なお、この場合、多
層フィルムは、多層フィルム全体の厚さが上記範囲内となるように調整するのが望ましい
。
【００２５】
　以上のごとき構成を有する多層フィルムは、透光性、ガスバリア性およびヒートシール
性を有するので、本発明の製造方法により製造したバルーン１の本体部１０内にヘリウム
ガスなどを充填して膨張させれば、透光性を有するバルーン１を長期間（例えば、１４日
間）空中に浮遊させておくことができる。
　しかも、このバルーン１は、高い透光性を有するので、色彩（色付け）の自由度を向上
させることができる。このため、バルーン１の使用用途の自由度をより向上させることが
できる。
【００２６】
　また、バルーン１の本体部１０を構成する多層フィルムは、後述するように各層が一体
的に積層されている。かかる積層方法としては、公知の方法を採用することができる。例
えば、後述する共押出機を用いれば、各層を所望の順に積層した多層フィルムを形成する
ことができる。
　そして、このバルーン１の本体部１０内にヘリウムガスなどを充填して膨張させれば、
いびつな形状になるのを防止することができる。例えば、一対の真円のバルーン片の周縁
を溶着したバルーン１の本体部１０内にヘリウムガスなどを充填して膨張させれば、バル
ーン１の本体部１０を球状にすることができる。一方、各層を接着性樹脂等を用いてラミ
ネート加工した多層フィルムは弾性に乏しいため、かかるフィルムを用いて同様に真円の
一対のバルーン片を貼り合わせたバルーンの本体部の場合には、本体部を球状にすること
ができず、いびつな卵形もしくはバンズを連結させたような形状となる。
【００２７】
　本実施形態のバルーン１の製造方法により製造したバルーン１では、本体部１０を膨張
させた際にバルーン片の貼り合わせ部にしわが発生するのを防止することができる。つま
り、貼り合わせた箇所がほとんど認識されないように形成することができる。
　このため、外観上の見た目も非常にすっきりとさせることができるので、意匠性を向上
させることができる。かかる理由は、本実施形態のバルーンの製造方法の特徴である水分
量調整工程によって、本体部１０を構成する多層フィルムの強度保持層１１とヒートシー
ル１３との収縮応力の差を小さくすることができるからであるが、その詳細は後述する。
【００２８】
　なお、バルーン１の本体部１０を構成する多層フィルムは、上記層構造を有していれば
、各層間に他の原料からなる別の層を積層させてもよい。
　例えば、ガスバリア層とヒートシール層の間に酸変性ポリエチレン等の接着性樹脂層を
設ければ、ガスバリア層とヒートシール層との層間接着強度を高めることができる。また
、ガスバリア層と接着性樹脂層の間に、第二のポリアミド層を設ければ、層間接着強度を
さらに高めることができる。
【００２９】
　また、本明細書中の多層フィルムが透光性を有するとは、印刷が施される前の多層フィ
ルムに光を照射した場合、光の透過率が極めて高く、多層フィルムを通して反対側のもの
が透けて見える状態のほか、透過する光が拡散されまたは透過率が低いため多層フィルム
を通して反対側のものが見えにくい状態のものも含まれる概念である。
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　この透光性は、ヘイズメータを用いて測定することが可能である。例えば、ヘイズ値が
１０％以下の場合、透明性を有し、１０％を超えると、透光性が低く不透明な状態を意味
する。
【００３０】
　つぎに、図１のフロー図に基づいて、上記のごときバルーン１を製造する方法について
、説明する。
【００３１】
　図１に示すように、本実施形態のバルーン１の製造方法は、バルーン１の本体部１０を
構成する多層フィルムが、製造工程において所定の水分含有量となるように調整する水分
量調整工程を含んでいることに特徴を有している。
【００３２】
　この多層フィルムの水分含有量は、例えば、０．７％以上となるように調整するのが好
ましく、より好ましくは１％以上であり、さらに好ましくは１．１％以上となるように調
整する。なお、水分含有量に上限はないが、通常２％以上含有させることは困難である。
かかる多層フィルムの水分含有量が０．７％よりも低ければ、多層フィルムの端縁がカー
ルすることを十分に抑制できない。したがって、水分量調整工程において、かかる多層フ
ィルムの水分含有量が０．７％以上、より好ましくは上記範囲内となるように調整する。
【００３３】
　なお、多層フィルムの水分含有量の算出方法は、以下の方法により算出することができ
る。
　まず、多層フィルムを１平方メートルの大きさに切り取り、その重量（ａ１）を測定す
る。ついで、この切り取ったフィルムを１０５℃で２時間乾燥して、乾燥後の重量（ａ２
）を測定する。そして、得られた値をつぎの式に代入すれば、多層フィルムの水分含有量
を算出することができる。
　（（ａ１－ａ２）／ａ１）×１００（％）
【００３４】
　多層フィルムの水分含有量が、上記のごとく調整されているので、多層フィルムに発生
するカール現象を抑制することができる。このため、後述するように、本実施形態のバル
ーン１の製造方法のバルーン形成工程に供給される筒状の多層フィルムをカットしても、
カール現象が発生するのを防止できる。
　すると、筒状の多層フィルムをカットした一対の多層フィルム間に機械的に逆止弁を取
り付けることも可能となる。つまり、帯状の多層フィルムが連続して流れている状態で、
逆止弁を取り付けることができる。
　したがって、従来のように、人の手で型抜きされたバルーンに逆止弁を取り付ける作業
をしなくてもよくなるので、以下に説明するように、バルーン１を効率よく製造すること
ができる。言い換えれば、多層フィルムの水分量を調整することによって、多層フィルム
のライン適性を向上させることができるのである。
【００３５】
　まず、本発明のバルーン１の製造方法の全体を説明する前に、図１に基づいて、上記の
ごとき水分含有量が調整された多層フィルムを用いて、バルーン１を形成する工程につい
て説明する。
【００３６】
（バルーン形成工程について）
　本実施形態のバルーン１の製造方法（以下、単に本製法という）のバルーン形成工程は
、カット工程と、逆止弁取付工程と、型抜貼合工程とを順に行い、バルーン１を形成する
工程である。
【００３７】
（カット工程）
　この本製法のバルーン形成工程では、まず、筒状の多層フィルムを巻き取った原反フィ
ルムから巻き戻した筒状の多層フィルムをカットして、一対の多層フィルムを形成する。
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この際、筒状の多層フィルムの水分含有量が０．７％以上になっているので、カットされ
た端縁がカールせずに、ほぼ真っ直ぐな状態に維持される。なお、カール現象については
、後述する。
【００３８】
（逆止弁取付工程）
　カット工程で形成された一対の帯状の多層フィルムは、互いに離間されて、両者間に隙
間を形成する。具体的には、上下一対の帯状の多層フィルムの内面（つまりヒートシール
層が位置する面）同士を対向させた状態で両者間に所定の距離が形成されるように離間さ
せる。かかる状態で、帯状の多層フィルムの流れ方向（つまり長軸方向）と交差する方向
（例えば、帯状の多層フィルムの側方側）から逆止弁２を両者間に挿入して、下方に位置
する帯状の多層フィルムの所定の箇所に設置する。その後、上下一対の帯状の多層フィル
ムの内面が略接触するように接近させながら、次の型抜貼合工程に送り出す。
【００３９】
（型抜貼合工程）
　逆止弁取付工程で逆止弁が取付られた一対の帯状の多層フィルムは、互いの内面（つま
り、ヒートシール層）が略接触するように接近させた状態で、かかる一対の帯状の多層フ
ィルムを型抜きされながら、その周縁を熱を加えて溶着される。
　この型抜貼合工程は、一般的な方法を採用することができる。例えば、所定の形状に形
成された型に熱を加え、重ね合わせた一対の帯状の多層フィルムの上方から下方に向かっ
て押圧すれば、型抜きと同時にその周縁を溶着することができる。その後、所定の形状に
溶着した帯状の多層フィルムを進行方向に送り出しながら、所定のサイズ毎に切断した後
、かかる多層フィルムから溶着周辺のフィルムを切り取れば、所定の形状のバルーン１を
形成することができる。
【００４０】
　なお、逆止弁取付工程において、逆止弁２を取り付ける手段は、とくに限定されず、手
作業でも機械を用いてもよい。また、かかる逆止弁２を帯状の多層フィルムに固定する方
法もとくに限定されない。例えば、ヒートシール等で固定すれば、製造ライン上で逆止弁
２が外れることがない。
　また、カット工程において、筒状の多層フィルムの両端から切り開く方法は、とくに限
定されない。例えば、筒状の多層フィルムの両端の所定の位置にトリミング装置を配設す
る。このトリミング装置には、多層フィルムの幅方向に向かって出没可能なブレードが設
けられている。このため、トリミング装置からブレードを多層フィルムの両端から若干内
方に位置するように突出させれば、筒状の多層フィルムを両端から切り開くことができる
。
【００４１】
（カール現象について）
　上述したように、カット工程に供給される筒状の多層フィルムは、水分量調整工程によ
って所定の水分含有量となるように調整されている。
　このため、筒状の多層フィルムの両端を切り開いて一対の帯状の多層フィルムを形成し
た際、かかる帯状の多層フィルムの両端がカールするカール現象が発生するのを抑制する
ことができる。
【００４２】
　以下では、カール現象についての概略を説明する。
　筒状の多層フィルムを切り開いて帯状の多層フィルムを形成したときに、切り開いた部
分には収縮応力が働く。多層フィルムは、上述したように、その外面側にポリアミド系樹
脂からなる強度保持層が位置する一方、その内面側にオレフィン系樹脂からなるヒートシ
ール層が位置するように形成されている。そして、オレフィン系樹脂からなるヒートシー
ル層は、その収縮応力がポリアミド系樹脂からなる強度保持層と比べて大きくなるという
性質を有している。
【００４３】
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　したがって、上記のごとき水分量の調整を行わなければ、帯状の多層フィルムの両端部
では、両者間の収縮応力の差によって両端縁が内方に向かって巻き込んだ状態となる。つ
まり、帯状の多層フィルムの両端部において、強度保持層が位置する面を凸にしてカール
するという現象が発生するのである。
　このカール現象は、帯状の多層フィルムの両端部において、帯状の多層フィルムの幅方
向の長さの約１０％の長さをそれぞれ巻き込む場合がある。例えば、帯状の多層フィルム
の幅方向の長さが約６００ｍｍの場合、両端部において、それぞれ約６０ｍｍのカールが
発生してしまう。しかも、その高さが約２０～３０ｍｍ程度になる。このため、上述した
逆止弁取付工程では、かかるカール現象によって一対の帯状の多層フィルム間に形成され
た隙間が塞がれてしまい、上述した逆止弁の取付が行うことができないという状態になる
。
【００４４】
　しかしながら、本実施形態のバルーン１の製造方法では、上記のごとき多層フィルムの
水分含有量を調整することによって、両者間（強度保持層１１とヒートシール層１３間）
に発生する収縮応力の差を小さくすることができる。このため、筒状の多層フィルムを切
り開いて帯状の多層フィルムを形成した場合、帯状の多層フィルムの両端部にカール現象
が発生するのを抑制することができる。つまり、筒状の多層フィルムは、その両端をカッ
トしたとしても、カットされた端縁がカールせずに、ほぼ真っ直ぐに伸びた状態（多層フ
ィルムが扁平な状態）に維持させる。
【００４５】
　すると、カール現象に起因して発生する上記のような不具合の発生を防止することがで
きるので、バルーン１の製造をスムースに行うことができる。しかも、帯状に形成した多
層フィルムが幅方向においてほぼ真っ直ぐに伸びた状態でバルーン形成工程における各工
程に連続して送り出すことができる。このため、カール現象に起因した不具合を製造ライ
ンに発生させるおそれがなく、しかも逆止弁の取付作業等の従来手作業で行っていた作業
を機械的に行うことが可能となる。すると、透光性を有しつつ強度とガスバリア性を備え
たバルーン１を効率よく生産することができる。
【００４６】
　とくに、強度保持層１１のポリアミド系樹脂として、ナイロン６６成分を含有すれば、
両者間に発生する収縮応力の差をより低減することができる。
【００４７】
　なお、図４（Ａ）に示すように、逆止弁２の中心軸が帯状の多層フィルムの移動軸に平
行となるように配設することができる。この場合、バルーン１の縦軸も帯状の多層フィル
ムの移動軸と平行となる。
　一方、逆止弁２の中心軸が帯状の多層フィルムの移動軸に対して交差するように配置し
てもよい。例えば、図４（Ｂ）または図４（Ｃ）に示すように、逆止弁２の中心軸と帯状
の多層フィルムの移動軸のなす角が、９０°よりも小さくなるように配置することができ
る。このとき、バルーン１の縦軸も帯状の多層フィルムの移動軸に対して交差するように
なる。この場合、帯状の多層フィルムの移動軸方向におけるバルーン１の距離Ｌ２は、バ
ルーン１の縦軸が帯状の多層フィルムの移動軸と平行となるように形成する場合（図４（
Ａ）では距離Ｌ１）と比べて、短くすることができる。したがって、逆止弁２の中心軸（
つまりバルーン１の縦軸）が帯状の多層フィルムの移動軸に対して交差するように配置す
れば、帯状の多層フィルムを有効に利用することができるので、歩留まりを向上させるこ
とができるという利点がある。
【００４８】
（水分量調整工程の配置箇所について）
　水分量調整工程は、本実施形態のバルーン１の製造方法のバルーン形成工程において貼
り合わされる多層フィルムの水分含有量が、上述したように、所定の量となるように調整
することができれば、その設置箇所はとくに限定されないし、多層フィルムに対して水分
を付与する方法もとくに限定されない。
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　例えば、図１に示すように、バルーン形成工程の直前や、バルーン形成工程内のカット
工程の直前、印刷工程内、原反フィルム形成工程の巻取工程の直前など、様々な箇所に設
けることができる。
【００４９】
（カット工程の直前に水分量調整工程を設ける場合）
　例えば、バルーン形成工程内のカット工程の直前に水分量調整工程を設ける場合には、
次工程に対する水分の影響が小さくなる方法が好ましい。例えば、筒状の多層フィルムに
対してミストを接触させる方法を挙げることができる。この場合、ミストの状態を調整す
るだけで、多層フィルムに付与する水分量を簡単に調整することが可能となる、また、ミ
ストの粒子の大きさを調整すれば、短い接触時間で強度保持層の内部まで水分を供給する
ことが可能となるので、短い接触時間で多層フィルムの水分含有量が所定の状態となるよ
うに調整することが可能となる。しかも、多層フィルムに対して接触させる水分がミスト
状であるので、多層フィルムを特別に乾燥させないままで次工程に供給しても、次工程の
作業に影響を与える可能性が低い。以上のごとき構成とすれば、水分量調整工程の構造を
コンパクトにすることが可能となる。
【００５０】
（印刷工程内に水分量調整工程を設ける場合）
　筒状の多層フィルムに対して被印刷物を印刷する方法は、とくに限定されず、公知の方
法、例えば、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、ドライオフセット印刷法、凸版印刷法、
シルクスリーン印刷法などを採用することができる。しかし、印刷工程内に水分量調整工
程を設ける場合には、絵柄等を筒状の多層フィルムに対して印刷する際に水分を付与する
構造とすることが望ましい。例えば、グラビア印刷法やフレキソ印刷法を用い、インキに
代えて水を印刷すれば、特別な装置を用いなくてもよいので、その構造をより単純化する
ことができる。
【００５１】
（原反フィルム形成工程内に水分量調整工程を設ける場合）
　原反フィルム形成工程の巻取工程の直前に水分量調整工程を設けた場合、バルーン形成
工程を既存の設備をそのまま利用することができるという利点がある。
　また、かかる水分量調整工程において、ロール状に巻かれる筒状の多層フィルムの水分
含有量を調整すれば、ある程度の期間原反フィルムを保管しておいても、カール現象が発
生しない筒状の多層フィルムをバルーン形成工程に供給することができる。すると、必要
に応じてバルーン形成工程に所定の筒状の多層フィルムを供給することができるので、よ
り計画的かつ効率よくバルーン１を製造することが可能となる。
【００５２】
　とくに、多層フィルムの強度保持層１１が原料としてナイロン６６を含有するのが望ま
しい。ナイロン６６は、他のナイロン（例えば、ナイロン６やナイロン１２など）と比べ
て高い吸湿性を有している。このため、他のナイロンを原料とする場合と比べてより長期
間所定の水分量を多層フィルム（強度保持層）に保持させておくことができる。すると、
原反フィルムの保管の自由度を向上させることができるので、さらに計画的なバルーン１
の製造が可能となる。
【００５３】
　以下では、図１に基づいて、原反フィルム形成工程の巻取工程の直前に水分量調整工程
を設けた場合について、具体的に説明する。
【００５４】
　本製法の原反フィルム形成工程は、多層フィルムの原料となる樹脂から多層フィルムを
形成した後、ロール状の原反フィルムにする工程であり、製膜工程、延伸工程、水分量調
整工程、巻取工程の順に行われる。
【００５５】
（製膜工程）
　本製法の原反フィルム形成工程の製膜工程は、原料である複数の樹脂から未延伸の多層
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フィルムを製膜する工程である。この未延伸の多層フィルムは、原料である複数の樹脂を
共押出機に供給し、共押出機により溶融され所定の順に積層されてサーキュラーダイスに
よりチューブ状に押し出される。このチューブ状の溶融樹脂は、サーキュラーダイスの下
流側でインフレーション法等を用いて所定の径に膨らませた後、水冷リングにより冷却さ
れて膜状に形成される。そして、筒状に形成された膜状の多層フィルム（つまり未延伸状
態の多層フィルム）は、扁平に折り畳まれて、次工程の延伸工程へ送り出される。
【００５６】
　なお、未延伸の多層フィルムは、上述したようにサーキュラーダイス等を用いて筒状に
形成するほか、共押出のＴ―ダイ法を用いることも可能である。しかし、上述したように
、多層フィルムは、両端が露出するように形成すれば、強度保持層とヒートシール層の収
縮応力の差によってカール現象が発生する可能性がある。このため、原反フィルムを形成
するまでの工程において、不具合の発生を抑制する上では、多層フィルムが無縁端の筒状
となるように形成するのが望ましい。
【００５７】
（延伸工程）
　製膜工程で形成された未延伸の多層フィルムは、加温された後、所定の延伸倍率となる
ように延伸される。
　この延伸工程では、未延伸状態の筒状の多層フィルムを所定の延伸倍率となるように調
整することができる延伸方法であれば、とくに限定されない。例えば、公知のテンター式
延伸機や、ロール延伸などの１軸延伸機を用いた１軸延伸方法、ロール式延伸機とテンタ
ー式延伸機を用いた逐次２軸延伸方法、テンター式同時２軸延伸機やチューブラー同時二
軸延伸機を用いた同時二軸延伸方法などを採用することができる。しかしながら、筒状の
多層フィルムを筒状のまま延伸するには、チューブラー同時二軸延伸機を用いた方法が最
も適する。
【００５８】
　以下では、延伸工程の延伸機としてチューブラー同時二軸延伸機を用いた同時二軸延伸
方法により、未延伸の筒状の多層フィルムを延伸する工程を代表として説明する。
【００５９】
　延伸方法として、チューブラー同時二軸延伸方法を採用すれば、縦横の物性バランスが
整ったフィルムを形成することができる。つまり、かかる延伸方法により延伸した筒状の
多層フィルムを用いれば、バルーン１の本体部１０にヘリウムガスなどを充填して膨張さ
せた場合、膨張前の形状（例えば、真円）に対して膨張後の形状がいびつな形状（例えば
、卵形）になるのを防止することができる。
【００６０】
　チューブラー同時二軸延伸装置を用いた場合、その縦横の延伸倍率は同程度であること
が好ましく、それぞれ１．５倍以上５倍以下であることが望ましい。延伸倍率が１．５倍
未満であれば、縦横の物性のバランスが整わない（近似しない）ため、膨張後の形状がい
びつに成り易い。一方、５倍よりも大きくなれば、バルーン１の本体部１０にヘリウムガ
スなどを充填する際に、シール部分が裂ける恐れが生じる。
【００６１】
　チューブラー同時二軸延伸装置を用いて延伸された筒状の多層フィルムは、所定の温度
で熱固定処理（熱セット）が行われて、縦横の物性バランスが整った安定した状態のフィ
ルムとなる。ついで、この筒状に形成された多層フィルムは、扁平に折り畳まれて、次工
程の水分量調整工程へ送り出される。
【００６２】
（水分量調整工程）
　延伸工程で所定の延伸倍率となるように調整された筒状の多層フィルムに対して水分を
付与することによって、筒状の多層フィルムの水分含有量が所定の量となるように調整す
る。水分を調整する方法は、とくに限定されないが、例えば、以下のような方法を採用す
ることができる。
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【００６３】
　まず、この水分量調整工程では、延伸工程から供給された筒状に形成された多層フィル
ムを水槽に満たされた水の中に浸漬させる。ついで、水槽から排出した筒状の多層フィル
ムの表面に付着した水滴を温風で吹き飛ばす。そして、所定の水分含有量に調整された筒
状の多層フィルムは、折り畳まれた状態で次工程の巻取工程へ送り出される。
【００６４】
　この水分量調整工程において、筒状の多層フィルムを浸漬させる時間は、多層フィルム
の層構成に応じで適宜変更することができる。例えば、強度保持層の材質がナイロン６６
成分を含むポリアミドであり、厚みが２～１０μｍ、ヒートシール層の材質が直鎖状低密
度ポリエチレン、厚みが５～２０μｍ、ガスバリア層の主成分がエチレン－酢酸ビニル共
重合体のケン化物、厚みが２～１０μｍの多層フィルムの場合、浸漬時間を約５～６０秒
間とすれば、かかる多層フィルムの水分含有量が約０．７％以上となるように調整するこ
とができる。そして、かかる筒状の多層フィルムは、下流側に位置する温風発生装置に供
給される。この温風発生装置は、扁平な筒状の多層フィルムに風を吹き付けて余分な水分
を除去するために設けられている。なお、温風の温度や強度を調整することによって、排
出時の多層フィルムの水分含有量を調整することが可能となる。
【００６５】
　本製法の原反フィルム形成工程の最後の工程である巻取工程は、水分量調整工程から供
給された筒状の多層フィルムを折り畳んだ状態でロール状の原反フィルムに巻き取る工程
である。
【００６６】
　以上のごとき工程により形成した筒状の多層フィルムは、原反フィルムにした状態で水
分含有量が０．７％以上の状態をある程度の期間維持させることができる。例えば、上記
水分量調整工程において、乾燥後の筒状の多層フィルムの水分含有量が０．７％以上とな
るように調整した場合、常温の保管庫内で約６カ月間保管しておくことができる。
【００６７】
　上記例では、バルーン形成工程に供給される多層フィルムが、筒状に形成された状態の
場合について説明したが、帯状の状態で供給されるようにしてもよい。
　具体的には、原反フィルム形成工程において、水分調整工程と巻取工程の間に上述した
ようなカット工程を設ける。この場合、かかるカット工程によって、水分調整工程から送
り出された筒状の多層フィルムの一端をカットして広幅の多層フィルムに形成することが
できる。そして、このカット工程から送り出された広幅の多層フィルムは、巻取工程にお
いて、ロール状の広幅原反フィルムに形成される。このように多層フィルムを広幅に形成
すれば、以下のような効果を奏する。
【００６８】
　印刷工程において、多層フィルムが広幅に形成されているので、その片面に、バルーン
の表柄と裏柄を並べて一度に印刷することができる。このため、印刷工程の作業性を向上
させることができる。しかも、片面しか印刷できない印刷機を用いて印刷を行うことがで
きるので、両面印刷機等の特別の装置を設けなくてもよい利点も得られる。なお、多層フ
ィルムを広幅に形成した場合、バルーン形成工程では、広幅原反フィルムを巻き戻して、
半折にして内面同士を対向させた状態の広幅の多層フィルムを逆止弁取付工程に供給され
る。逆止弁取付工程に供給された半折状態の広幅の多層フィルムは、離間した端縁同士の
隙間から、上述した一対の多層フィルムを用いた場合と同様の方法で逆止弁が取り付けら
れる。
【実施例】
【００６９】
（実験１）
　本発明のバルーンの製造方法によってバルーン製造すれば、製造時におけるカール現象
の発生を防止できることを確認した。
【００７０】
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　実験では、まず、インフレーション法を用いて、筒状の多層フィルムを製造した（製膜
工程に相当）。この多層フィルムは、外側の面から内側の面に向かって順に、ナイロン６
とナイロン６６の共重合体層（強度保持層に相当）、エチレン－酢酸ビニル共重合体のケ
ン化物層（ガスバリア層に相当）、ナイロン６とナイロン６６の共重合体層、酸変性ポリ
エチレン層、直鎖状低密度ポリエチレン層（ヒートシール層に相当）の５層構造となるよ
うに製造した。
【００７１】
　ついで、筒状の多層フィルムをチューブラー同時二軸延伸機にて縦横それぞれ３倍延伸
したのち（延伸工程に相当）、この多層フィルムを扁平に折り畳み、水槽にくぐらせ（水
分量調整工程に相当）、ロール状の原反フィルムに巻き取った（巻取工程に相当）。そし
て、この原反フィルムを印刷工程に供給して、多層フィルムに印刷を施した。
【００７２】
　印刷が施された多層フィルムをバルーン形成工程に供給した。バルーン形成工程では、
供給された多層フィルムの両端をカット（カット工程に相当）して、一対の多層フィルム
を形成した後、一対の多層フィルム間に逆止弁を取り付けた（逆止弁取付工程に相当）。
そして、逆止弁を取り付けた多層フィルムを次工程に供給した。この工程では、逆止弁取
付工程から供給された多層フィルムを所定のバルーンの形状に型抜しながら、端縁を溶着
し貼り合わせて、バルーンを形成した（型抜貼合工程に相当）。
【００７３】
（実験１の結果）
　バルーン形成工程において、多層フィルムの両端をカットする前の多層フィルムの水分
含有量を算出した結果、かかる多層フィルムの水分含有量は、０．７％を超えていた。
　また、バルーン形成工程において、カット後の多層フィルムにカール現象が発生するこ
とは確認されなかった。
【００７４】
（比較例）
　筒状の多層フィルムを水槽にくぐらせなかったこと以外は、実験１と同様にしてバルー
ンを形成した。
【００７５】
（比較例の結果）
　比較例では、バルーン形成工程における多層フィルムの水分含有量は、０．７％未満で
あった。
　また、バルーン形成工程において、カット後の多層フィルムは、各端縁が数ｃｍカール
することが確認された。このため、逆止弁を取り付ける作業に時間を要した。またバルー
ンの形状に型抜きしながら端縁を溶着する工程においても、上下の多層フィルムの図柄を
合わせることが難しく、時間を要した。
【００７６】
　以上の結果から、本発明のバルーンの製造方法を採用すれば、バルーンの形成工程にお
いて、多層フィルムにカール現象が発生するのを防止できることが確認できた。つまり、
製造ラインにおいて、ライン適性を備えた多層フィルムを供給することができることが確
認できた。したがって、本発明のバルーンの製造方法によってバルーンを形成すれば、効
率よくバルーンを生産できることが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明のバルーンの製造方法は、透光性を有しかつ所望の形状を有するバルーンを製造
ラインを用いて製造するのに適している。
【符号の説明】
【００７８】
　　１　　　バルーン
　　２　　　逆止弁
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　　１０　　バルーンの本体部
　　１０ａ　バルーン片
　　１０ｂ　バルーン片
　　１１　　強度保持層
　　１２　　ガスバリア層
　　１３　　ヒートシール層
　　Ｓｔ　　紐

【図１】 【図２】
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